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き
方
改
革
関
連
法
の
一
部
が

２
０
１
９
年
４
月
に
施
行
さ

れ
る
。
企
業
は
従
業
員
に
年

５
日
の
年
次
有
給
休
暇
を
取
得
さ
せ
る

こ
と
や
、
労
働
時
間
等
に
係
る
管
理
簿

の
作
成
が
義
務
付
け
ら
れ
る
。
大
企
業

に
は
、
残
業
時
間
の
上
限
規
制
が
設
け

ら
れ
、
年
７
２
０
時
間
、
月
１
０
０
時

間
未
満
、
複
数
月
平
均
80
時
間
が
残
業

の
上
限
と
な
る
。
中
小
企
業
へ
の
適
用

は
１
年
後
で
、
自
動
車
運
転
や
建
設
業
、

医
師
等
は
24
年
４
月
か
ら
適
用
さ
れ
る
。

　
従
業
員
の
残
業
抑
制
に
迫
ら
れ
る
企

業
は
多
い
だ
ろ
う
。
長
時
間
労
働
者
は

正
社
員
割
合
の
高
い
男
性
で
特
に
多
い
。

総
務
省
「
労
働
力
調
査
」
か
ら
試
算
す

る
と
、
管
理
職
を
除
く
男
性
就
業
者
の

う
ち
、
残
業
が
月
60
時
間
超
の
者
の
割

合
は
17
年
度
で
17
％
だ
。

　
こ
の
調
査
は
労
働
者
が
回
答
し
て
お

り
、
事
業
主
が
回
答
す
る
調
査
結
果
よ

り
も
平
均
残
業
時
間
が
長
い
。
残
業
代

を
伴
わ
な
い
労
働
時
間
や
、
昼
食
時
間

な
ど
が
計
上
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
。
だ
が
、
月
80
時
間
超
の
者
に
限
定

し
て
も
、
長
時
間
労
働
者
の
割
合
は
11

％
へ
の
低
下
に
と
ど
ま
る
。

　
今
回
の
制
度
改
正
で
懸
念
さ
れ
る
の

は
中
小
企
業
の
対
応
だ
。
日
本
商
工
会

議
所
と
東
京
商
工
会
議
所
が
18
年
10
〜

12
月
に
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に

よ
る
と
、
回
答
し
た
中
小
企
業
の
24
％

が
年
休
の
取
得
義
務
化
の
内
容
を
、
53

％
が
労
働
時
間
等
に
係
る
管
理
簿
の
作

成
義
務
の
内
容
を
「
知
ら
な
い
」
と
答

え
た
。
20
年
４
月
以
降
に
施
行
さ
れ
る

内
容
に
つ
い
て
も
、
回
答
企
業
の
４
〜

５
割
が
知
ら
な
か
っ
た
。
中
小
企
業
へ

の
さ
ら
な
る
周
知
が
必
要
だ
。

　
近
い
将
来
、「
雇
用
減
少
時
代
」
が
ほ

ぼ
確
実
に
到
来
す
る
。
労
働
参
加
の
進

展
で
雇
用
が
増
加
し
て
い
る
今
の
う
ち

に
、
国
全
体
と
し
て
長
時
間
労
働
の
是

正
に
取
り
組
む
意
義
は
大
き
い
。
希
少

性
を
増
す
働
き
手
は
「
人
材
」
で
は
な

く
「
人
財
」
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
り
、

従
業
員
の
健
康
管
理
を
徹
底
し
つ
つ
、

意
欲
や
能
力
を
引
き
出
す
企
業
が
評
価

さ
れ
る
社
会
を
目
指
す
こ
と
が
、
持
続

的
な
経
済
発
展
に
つ
な
が
る
。

　
19
年
４
月
に
は
新
た
な
在
留
資
格
が

創
設
さ
れ
、
14
業
種
で
外
国
人
労
働
者

の
受
け
入
れ
が
拡
大
さ
れ
る
。
人
手
不

足
の
緩
和
な
ど
が
期
待
さ
れ
て
い
る
が
、

外
国
人
に
と
っ
て
魅
力
的
な
職
場
で
な

け
れ
ば
、
門
戸
を
開
放
し
て
も
日
本
は

選
ば
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
も
、
働
き

方
改
革
の
実
現
は
重
要
だ
。
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総務省「労働力調査」（2017年度）より、残業を月60時間、
就業時間を月220時間と仮定して算出

管理職を除く男性就業者のうち
残業が月60時間超の者の割合

17%

働


